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令和７年度再生可能エネルギー導入可能性及び利活用検討業務委託 

 プロポーザル業務説明書 

 

１ 趣旨 

  この説明書は、令和７年度再生可能エネルギー導入可能性及び利活用検討業務委託の

実施にあたり、最適な者を公募型プロポーザル方式により選定するために必要な事項を

定める。 

 

２ 業務の概要 

⑴ 業務の名称 

令和７年度再生可能エネルギー導入可能性及び利活用検討業務委託 

⑵ 業務の目的 

   駿河湾沿岸部に位置する当町では、津波防災と賑わいづくりを一体的に進める「シー

ガーデンシティ構想」によるまちづくりを展開している。1000 年に 1 度の大津波を防

ぐ防潮堤や避難路整備などの津波防災対策を進めながら、町の玄関口たる IC 周辺での

バスターミナル整備や沿岸部を散策できる海浜回廊整備、新たな公園づくりなど、町内

外から人を呼び込む取組を進めるとともに、町域全体をカバーする公共交通の補完策

を検討するなど、新たな人流の創出を企図している。本業務においては「シーガーデン

シティ構想」によるまちづくり施策に再生可能エネルギーを活用する手法を検討し、再

生可能エネルギーの普及に努めながらエネルギー構造高度化への理解促進を図ること

で、今後当町が持続可能なまちづくりを展開していくための基礎調査を実施する。 

   なお、本業務は経済産業省所管の「エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助

金」（令和７年度第１回公募）の採択を受け実施するものである。 

⑶ 業務内容 

  別に示す仕様書（案）のとおり。 

⑷ 履行期間 

契約締結日から令和８年３月１９日(木)まで 

⑸ 契約限度額 

３１，５６０，０００円（税抜き） 

⑹ 担当課 

〒421-0395 静岡県榛原郡吉田町住吉 87 番地  

吉田町企画課（担当：曽根） 

電話／0548-33-2135 FAX／0548-33-2162 

電子メール／kikaku@town.yoshida.shizuoka.jp 
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３ 参加要件 

⑴ 参加者の構成等 

   本プロポーザルに参加できる者（以下「参加者」という。）は、単体事業者又は複数

事業者の企業グループとする。ただし、グループで参加しようとする場合は、別紙「グ

ループ参加にあたっての留意事項」に記載する内容を充足すること。 

⑵ 参加者の資格 

   令和７年６月２０日（金）現在において、次の要件を満たすこと。なお、グループ参

加の場合、ア～カについては代表企業及びすべての構成企業が要件を満たし、キにつ

いては代表企業又は構成企業のいずれかが要件を満たすこと。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当してい

ないこと。 

イ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て中又は再

生手続中でないこと。 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく再生手続開始の申立て中又は再

生手続中でないこと。 

エ 吉田町工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱（平成１２年吉田町要綱第

１２号）に基づく入札参加停止を受けていないこと。 

オ 吉田町暴力団排除条例（平成２４年吉田町条例第１３号）に基づく排除措置に該当 

しないこと。 

カ 国税及び地方税（法人税、法人住民税、法人事業税、特別法人事業税、消費税、

地方消費税）について滞納がないこと。 

  キ 同種業務または類似業務の完了実績を有すること。 

   ① 同種業務 

     令和２年度以降に「エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金」を活用

し、国または地方自治体が発注した再生可能エネルギーに係る調査・設計業務 

   ② 類似業務 

     令和２年度以降に国または地方自治体が発注した再生可能エネルギーに係る調

査・設計業務 

 

４ 参加手続等 

本プロポーザルへ参加を申請する者は、下記により必要な書類を提出すること。 

⑴ 提出書類  

 書類名称 様式番号 備考 

① プロポーザル参加申

請及び誓約書 

様式１  

 

② グループ構成表 様式２ ●グループ参加の場合のみ提出すること。 

●別紙「グループ参加にあたっての留意事
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項」に記載する協定書や覚書（任意様式）

を添付すること。 

③ 会社概要 様式３ ●グループ参加の場合は、代表企業及びす

べての構成企業ごとに作成すること。 

●会社のパンフレット等有用な資料があれ

ば添付すること。 

●以下の書類を添付すること（写し可） 

・直近３年間の財務諸表（貸借対照表、損益

計算書、キャッシュフロー計算書）１部

（様式自由） 

・法人登記簿謄本１部（参加申込日３ヵ月

以内に発行されたもの） 

・印鑑証明書１部（参加申込日３ヵ月以内

に発行されたもの） 

・直近３年間の国税及び地方税の納税証明

書１部（法人税、法人住民税、法人事業

税、特別法人事業税、消費税、地方消費

税） 

④ 業務実績調書 様式４ 

   

●グループ参加の場合は、グループを１社

とみなして作成すること。 

●様式３に記載する事業者の、本説明書の

３（２）キに示す同種業務及び類似業務の

実績を記載すること。 

●当該業務の契約書写し（事業名、契約金

額、契約者名がわかる部分のみで可）及び

同種または類似業務であることがわかる

仕様書等の写しを添付すること。 

●静岡県内の実績については番号を〇で囲

うこと。 

⑤ 予定配置技術者通知

書 

様式５―１ 

５－２ 

５－３ 

●グループ参加の場合は、グループを１社

とみなして作成すること。 

●予定配置技術者の資格、過去に従事した

業務実績等を記載すること。 

●資格証明書の写しを添付すること。 

●担当業務の契約書写し（事業名、契約金

額、契約者名がわかる部分のみで可）及び

同種または類似業務であることがわかる

仕様書等の写しを添付すること。 
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⑵ 提出部数 正本１部、副本１部 

⑶ 提出期間 令和７年６月４日（水）～令和７年６月２０日（金） 

⑷ 提出期限 令和７年６月２０日（金）午後５時必着 

※提出期限を過ぎた場合は、受け付けない。ただし、やむを得ないと判断

される事情がある場合はこの限りではない。 

⑸ 提 出 先 吉田町企画課 

⑹ 提出方法 持参又は郵送により提出  

※ 持参の場合の受付時間は、平日午前９時～午後５時 

⑺ その他 

 ア 参加表明提出後、いつでも書面により「辞退」することができる。 

 イ 参加資格を満たしていない場合は「失格」とする。 

 

５ 企画提案書の提出者の選定（１次審査） 

第 1次審査として、「４ 参加手続等」により提出された書類に基づき、資格や実績等

の内容について書類審査を実施する。評価は「令和７年度再生可能エネルギー導入可能性

及び利活用検討業務委託プロポーザル評価要領」（以下「評価要領」という。）の基準に基

づき、令和７年度再生可能エネルギー導入可能性及び利活用検討業務委託プロポーザル

審査委員会（以下「審査委員会」という。）が行い、合計点数の高い上位３者を企画提案

書等の提出を求める者（以下「提出要請者」という。）として選定する。なお、上位３者

が絞り込めない場合（合計点数第１位が４者以上、第２位が３者以上、第３位が２者以上

となる場合）は、第３位に相当する合計点と同一の者すべてを対象として審査委員会にお

いて抽選を行い、提出要請者を特定する。また、参加資格を有する参加表明者が３者以下

の場合は参加表明者全てを提出要請者として選定する。審査の結果等は、令和７年６月２

５日（水)に書面で通知することとし、非選定者は結果通知の日の翌日から起算して４日

（土日及び休日を含まない。）以内に限り、選定結果について書面により説明を求めるこ

とができるものとする。 

 

６ 企画提案書の提出 

提出要請者は、下記により必要な書類を提出すること。 

⑴ 提出書類 

  書類名称 様式番号 備 考 

① 企画提案書の提出 

及び誓約書 

様式６  

② 企画提案書 任意様式 ・別紙令和７年度再生可能エネルギー導入

可能性及び利活用検討業務委託プロポー

ザル企画提案書作成要領」に記載する事
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項を満足することを必須とし、本説明書

の内容に留意して作成すること。 

⑵ 提出部数 正本１部、副本１部 

電子データ※PDF（CD－Rまたは同等以上の電子媒体による）１部 

⑶ 提出期間 令和７年６月２５日（水）～令和７年７月１６日（水) 

⑷ 提出期限 令和７年７月１６日（水）午後５時必着 

※提出期限を過ぎた場合は、受け付けない。ただし、やむを得ないと判断

される事情がある場合はこの限りではない。 

⑸ 提 出 先 吉田町企画課 

⑹ 提出方法 持参又は郵送により提出 

※ 持参の場合の受付時間は、午前９時～午後５時 

⑺ 質問について 

ア 質問の内容 

本プロポーザルに関する質問は提出書類の作成に係るものとし、審査及び評価に

係る質問は、一切受け付けない。 

イ 提出書類に係る質問 

① 質 問 書：様式７による。なお、質問書を送信した場合は、直ちに提出先（吉田

町企画課）へ「質問書を送信した旨」電話連絡すること。 

② 受付期限：令和７年７月４日（金)（午後５時必着） 

③ 提出方法：電子メールのみ 

④ 提 出 先：吉田町企画課 

⑤ 回答方法：令和７年７月８日（火）までに質問内容とその回答を町ホームページ

に掲載する。 

 

７ プロポーザルへの参加辞退 

 参加表明者が本プロポーザルへの参加を辞退する場合、参加辞退届（様式８）を提出し

なければならない。 

⑴ 提出方法 

 持参、郵送、電子メール 

※ 電子メールで送信した場合は、直ちに提出先（吉田町企画課）へ「辞退届を送信

した旨」電話連絡すること。 

⑵ 辞退者の取り扱い 

   本プロポーザルへの参加を辞退した者について、これを理由として以後の入札等に

ついて不利益な取り扱いを受けるものではない。 
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８ 優先交渉権者の特定（２次審査） 

⑴ ２次審査 

第２次審査として、提出要請者から提出された企画提案書の内容についてプレゼン

テーション審査を実施する。第１次審査による評価点に第２次審査による評価点を加

えた総合評価点が最も高い提案を行った参加者を優先交渉権者として特定する。総合

評価点が最も高い提案が２以上ある場合は、審査委員会において抽選により優先交渉

権者を特定する。また不測の事態を考慮し、総合評価点が２位の者を次点交渉者として

特定する。 

⑵ プレゼンテーション概要 

  ア 実 施 日 令和７年７月２２日（火） 

  イ 場  所 吉田町役場 

 ウ 実施時間 ４０分以内（説明２０分、質疑応答１５分、機器の設置・撤去５分） 

※開催会場、開始時間等の詳細については、企画提案書の提出を求める際に、併せて書

面で通知する。 

⑶ プレゼンテーションの際の注意事項 

  ア 参加人数は５名までとする。 

  イ プレゼンテーションに使用するプロジェクター及びスクリーンは事務局で用意す

るが、パソコン等は参加者が用意すること。なお、プロジェクター及びスクリーンを

使用する場合は、プレゼンテーション前日までに事務局へ連絡すること。 

  ウ 提出した企画提案書の内容と著しく異なるプレゼンテーションを行った場合は失

格とする。 

⑷ 審査結果の通知 

審査結果は、企画提案書を提出したすべての者（以下「提案者」という。）に対して

令和７年７月２３日（水)に書面で通知する。優先交渉権者に特定されなかった提案者

は、結果通知の日の翌日から起算して４日（土日及び休日を含まない。）以内に限り、

特定されなかった理由について書面により説明を求めることができる。 

 

９ 優先交渉権者との契約締結協議等 

⑴ 契約手続 

   審査委員会で決定した優先交渉権者を、本事業の随意契約の見積書徴取の相手方と

して契約交渉を行うものとする。ただし、この交渉が不調となった場合、優先交渉権

者が「１０ 失格事項等」に該当することとなった場合、又はその他の理由で契約で

きなくなった場合は、次点者と交渉を行うものとする。 

⑵ 契約金額 

   契約金額は原則として、見積書に記載した見積額に、当該金額の１００分の１０に相

当する金額を加算した金額（小数点以下切捨て）の範囲内とする。 
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⑶ 仕様等の決定 

本業務の仕様については、優先交渉権者が提出した企画提案書に記載された内容を

尊重し、本町と協議の上定める。優先交渉権者の特定をもって企画提案書に記載され

た内容の全てを承認するものではない。協議において必要な範囲内で企画提案書の項

目の追加、変更及び削除を行い、本契約の仕様に反映させることができる。 

⑷ 法令順守 

   契約にあたっては、吉田町財務規則（昭和５０年２月２８日規則第４号）の他、関係

法令に基づき契約するものとする。 

 

10 失格事項等 

  参加者が次のいずれかに該当した場合には、その者が提出した参加申請書及び企画提

案書等を無効とし、本プロポーザルへの参加資格を失うものとする。 

⑴ 参加表明者の提出した参加申請書、企画提案書等が次のいずれかに該当する場合 

  ア 提出方法、提出先、提出期限等が本説明書の定めに適合しないもの 

  イ 企画提案書作成要領に示された内容に適合しないもの 

 ウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

  エ 虚偽の内容が記載されているもの 

⑵ 本プロポーザルの実施期間内に参加者が「３ 参加要件」に該当する事項を欠くに至 

った場合 

⑶ その他本説明書の定めに反した場合 

⑷ 本プロポーザルに関して不正又は公正さを欠く行為があった場合 

⑸ その他著しく信義に反する行為等により、町が失格と認める場合 

 

11 その他 

 ⑴ スケジュール 

公告 令和７年６月４日(水) 

参加申請書等の受付期間 令和７年６月４日(水)～令和７年６月２０日(金) 

提出要請者選定結果通知 令和７年６月２５日(水) 

企画提案書等の受付期間 令和７年６月２５日(水)～令和７年７月１６日(水) 

質問書受付期間 令和７年６月２５日(水)～令和７年７月４日(金) 

質問への回答期限 令和７年７月８日(火) 

プレゼンテーション 令和７年７月２２日(火) 

審査結果の通知 令和７年７月２３日(水) 

業務内容の協議及び 

契約締結 

令和７年７月下旬～８月上旬 
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⑵ 本プロポーザルに係る費用負担 

   企画提案書等の作成、提出等に要する費用は、その一切を参加者の負担とする。 

⑶ 提出書類の取扱い 

ア 提出書類は返却しない。 

イ 提出された書類は今回の選考以外の目的には使用しない。 

ウ 提出書類の著作権は提出者に帰属するものとする。ただし、町は本プロポーザルに

関する公表を行う場合又はその他町が必要と判断した場合、優先交渉権者の提案書

を無償で使用できるものとする。また優先交渉権者以外の提出者の提案書について

は、本プロポーザルに関する公表を行う場合に限り、町は提案書を無償で使用できる

ものとする。 

エ 提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本国の法令に

基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法等を使用した結果生

じた責任は、提出者が負うものとする。 

⑷ 書類提出に当たっての留意事項 

ア 提出書類その他の提出物について、持参以外の方法による場合の不達及び遅配を

原因とする提出者の不利益が生じた場合、町はその責を負わない。 

イ 提出された企画提案書等については、令和７年７月１６日（水）午後５時までは

自由に変更できるものとする。ただし、変更する場合は、提出した書類を一旦持ち

帰り、改めて変更後の書類を提出すること。 

ウ 理由を問わず、企画提案書等の提出期限は延長しない。 

⑸ 使用言語、通貨及び時刻 

   本プロポーザルにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とし、時刻

は日本標準時とする。 

⑹ 措置事項 

   参加申込書、企画提案書その他の提出書類に虚偽の内容を記載した時には、その行為

を行った者に対し、指名停止等の措置を行う場合がある。 

⑺ その他 

  ア 提案者が 1者であっても審査を行い、一定水準に満たない場合は選定しない。 

  イ 審査の結果及び経緯について、不服及び異議申し立ては受け付けない。 

ウ 契約締結後においても、受注者に本説明書に規定する欠格事項や、不正又は虚偽記

載等の事実が判明した場合は、契約を解除できるものとする。 

エ 本説明書に定めるもののほか、プロポーザルの実施に関し必要な事項は、審査委員

会で審議し決定するものとする。 
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別 紙 

 

グループ参加にあたっての留意事項 

 

吉田町企画課 

 

令和７年度再生可能エネルギー導入可能性調査及び利活用検討業務委託プロポーザル業

務説明書（以下「業務説明書」という。）に規定する参加者の構成について、複数の事業者

がグループ（JV やコンソーシアム）で本プロポーザルに参加する場合、次の事項に留意す

ること。 

 

１ グループで参加しようとする場合は、あらかじめグループの代表企業（以下「代表企業」

という。）を定め、代表企業のほかグループを構成する企業（以下「構成企業」という。）

のすべての代表者印を押印したグループ構成表（様式２）を提出するものとし、当該代表

企業名で参加手続等を行うこととする。 

 

２ 以下の項目を含む協定書や覚書（任意様式）を作成し、提出すること。 

 ・代表企業及び構成企業ごとの担当業務内容 

・費用負担の割合 

・契約不履行時の責任体制 

・調整会議や意思決定の体制 

 

３ 代表企業又は構成企業は、単体事業者及び他のグループの代表企業又は構成企業とし

て本プロポーザルに参加することはできない。 

 

４ 業務説明書の３（２）に規定する参加要件のア～カについては、代表企業及びすべての

構成企業が要件を満たすこと。よって、様式３（会社概要）については、代表企業及びす

べての構成企業ごとに作成すること。 

 

５ 業務説明書の３（２）に規定する参加要件のキについては、代表企業又は構成企業のい

ずれかが要件を満たすとともに、評価表に規定する第１次審査評価項目の予定配置技術

者については、代表企業又は構成企業の中から技術者を配置することで構わない。よって、

様式４（業務実績調書）、様式５（予定配置技術者通知書）はグループを１社とみなして

作成すること。 

 

６ プレゼンテーションにあたっては、グループを１社とみなし、業務説明書８（３）アの

記載に基づき参加人数は５名までとすること。また出席者の中には、代表企業の担当者を

含めること。 


